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＜千歳市の相談窓口＞

＜その他の相談窓口＞

＜北海道小児救急電話相談のご案内＞

相談種別 相談の内容・時間等 相談窓口 電　話

子育て相談
子育ての不安や悩みなど、子育てに関する相談を気軽
にしてください　月～土曜日9：00～17：00
来館相談：予約制

ちとせっこセンター
千歳市子育て総合支援センター
相談専用電話40-1727

＜さまざまな相談窓口＞

子育て相談 虐待、養育問題など18歳未満の子どもについての相談
月～金曜日8：45～17：15

家庭児童相談室
子育て推進課児童相談係
電話（直通）24-0935

子育てカウンセリング 臨床心理士による面接相談
月1回　(予約制）

子育て推進課
子育て推進課児童相談係
電話（直通）24-0935

教育相談 学校生活、いじめ・不登校などについての相談
月～木曜日9：00～16：00、金曜日9：00～15：00

子ども相談電話 青少年課生徒指導係
相談専用電話27-4707

就学相談 障がいのある児童生徒の就学相談
月～木曜日9：00～16：00、金曜日9：00～15：00

就学相談室 学校教育課学校教育係
相談専用電話23-2689

青少年相談
青少年の非行問題や青少年の悩みなどに対する支援や
助言をします　月～金曜日10：00～17：00
（ただし水曜日は10：00～16：00）

青少年指導センター
青少年課青少年指導係
電話（直通）24-0862

女性生活相談
女性が抱える心配や悩み、配偶者等からの暴力などに
対する相談
月～木曜日9：30～16：30、金曜日9：30～15：30

女性生活相談員 男女共同参画推進課
電話（直通）24-0559

健康・育児相談
妊婦・乳幼児から就学前の子どもの健康・育児に関す
る相談。保健師・栄養士などによる相談
月～金曜日8：45～17：15

健康推進課 健康母子係（直通）24-0771

発達相談 発達について不安心配のある就学前の子どもの相談
月～金曜日9：00～17：00

こども発達相談室 こども療育課
電話（直通）24-0353

母子相談
母子家庭等の自立促進に向けた相談
月～金曜日9：00～16：30
（ただし水曜日は13：30～16：30）

母子自立支援員
子育て推進課子育て支援係
電話（直通）24-0328

●相談対応／相談者の側に立って解決方法を考えます。必要に応じて適切な相談機関や子育て支援の場を紹介します。
＊地区ごとに決められた民生委員・児童委員が相談をうけますので、千歳市保健福祉部福祉課（電話24-0292）までお問い合わせください。

民生委員・児童委員「あなたの身近な相談相手」

【電話相談受付時間】
月曜～土曜 ：午後7時～午後11時
＊日曜、祝日、年末年始はお休みです。
【電話番号】
ご家庭用の電話でプッシュ回線をご利用の場合　＃8000
その他のダイヤル回線、携帯電話、ＰＨＳの場合　011-232-1599
＊お問い合わせ先：
北海道保健福祉部保健医療局医療政策課救急医療グループ
電話　道庁代表　011-231-4111（内線25-372）

●相談方法／電話相談、面接相談　　●対象年齢／特になし

●相談内容／子どもの心配ごと（育児不安、発育不
安、いじめ、不登校、交友関係、非行など）や家族のこ
となど、何でも相談に応じます。秘密は守ります。

北海道千歳保健所
こころの健康相談～こころの健康に関する
本人や家族のさまざまな相談・精神科医師
による相談　毎月1回（予約制）・随時の相談
（保健師による）
月～金8：45～17：30　電話23-3175

中央児童相談所

北海道特別支援教育センター

子どもに関する相談全般
8：45～17：30（土、日祝日、年末年始を除く）
＊虐待等緊急の場合はいつでもご相談くだ
さい　 011-631-0301

エンゼルキッズ
こども家庭支援センター
子どもや家庭のさまざまな相談
24時間・365日　社会福祉法人聖母会
「天使の園」内 011-372-8341

子どもの人権ホットライン
子どもの人権に関する相談
全国共通電話番号（ナビダイヤル）
0570-070-110

女性の人権ホットライン
女性の人権に関する相談
全国共通電話番号（ナビダイヤル）
0570-070-810

北海道立教育研究所
子育てなんでも電話相談
こども専用フリーダイヤル
0120-3882-56

子どもの心身・発達障がいに関わる各種教育
相談　受付：月～金　9:00～17:00（祝日、年
末年始を除く）　011-612-5030
Mail:tokucensoudan@hokkaido-c.ed.jp

■北海道は、夜間における子どもの急な病気やケガなど
の際に、保護者等が専任の看護師や医師から、症状に応
じ適切な助言を受けられる「北海道小児電話相談事業」
を実施しています。
■ただし、電話相談は家庭での一般的対処に関する助言・
アドバイスであり、電話による診断・治療はできません
のであらかじめご了承ください。

いいこきゅうきゅう

子どもに関わる相談窓口一覧
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母子健康手帳交付等制度

子どもへの虐待

　児童虐待とは、保護者がその監護する児童の心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為と定義されています。
　虐待行為は、四つに分類されます。

所在地名称 電話番号

〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34　子育て推進課千歳市家庭児童相談室 24-0935

〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34　教育委員会庁舎千歳市教育委員会青少年課 24-0859

〒064-8564 札幌市中央区円山西町2丁目1-1北海道中央児童相談所 011-631-0301

〒066-0042 千歳市東雲町5丁目61　　　千歳警察署 42-0110

〒066-8686 千歳市東雲町4丁目2北海道千歳保健所 23-3175

＜千歳市要保護児童地域ネットワーク協議会とは？＞

虐待の可能性が疑われる場合には、関係機関に通報してください

打撲傷、あざ、骨折、たばこによる火
傷など、外見的に明らかな傷害を生
じさせる、など。

身体的虐待

子どものへの性交、性的暴行、性的
行為の強要、性器や性交を子ども
に見せる行為、子どもにポルノグラ
フティーの被写体になるよう強要
する、など。

性的虐待

子どもの意思に反して学校等に登
校させない、重大な病気になっても
通院させない、乳幼児を家に残した
まま度々外出する・車中に放置す
る、食事を十分に与えない・入浴さ
せない。極端に不潔な環境の中で
生活させる、など。

ネグレクト
(養育の怠慢・拒否)

ことばによる脅かし・脅迫、子ども
を無視したり拒否的な態度を示す、
子どもの心を傷つけることを繰り
返し言う、他の兄弟姉妹と著しく差
別的な扱いをする、など。

心理的虐待

＜児童虐待についての主な連絡先＞

　保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の適切な保護を図るため、児
童福祉法に基づき設置されています。（平成17年9月29日設置）
　協議会の構成メンバーには、児童相談所、保健所、警察署、民生委員児童委員、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等
学校などの児童に関係する機関等が全て含まれております。
連絡先：子育て推進課（家庭児童相談室）　TEL：24-0935

※相談や通報された方の情報には十分配慮し、プライバシ－は守られます。

子どもの成長・発達支援・・・・・・・・・・・・2

健康推進課　健康母子係　　☎ 24-0771（直通）

乳幼児健康診査 健康推進課　健康母子係　　☎ 24-0771（直通）

　新しい生命が生まれ、月齢を追うごとの子どもの成長によろこびや楽しさを感じていることでしょう。子どもは、お
おらかな気持ちで育てましょうね。また、乳幼児健診を受け、健康状態をよく知っておくことも大切です。

●母子健康手帳
妊娠中の経過と出産の状況、子どもの健診や予防接種などが記録されます。健康診査や予防接種の際は必ずお持ちくださ
い。子どもの成長の記録として残しておきたいことや感想なども自由に書き込むことができます。また、お父さんにも活用
していただける内容になっています。万一紛失したり、使用できないほどの汚れや破損をしたときは再交付できます。

●妊婦一般健康診査受診票の交付
妊娠20週未満に妊娠届出をされた方は、妊娠中5回、公費の補助を受け健康診査を受けることができます。受診票は北海
道内の医療機関で使用できます。

●妊婦超音波検診受診票の交付
妊娠中公費の補助を受け超音波検診を受けることができま
す。受診票は北海道内の医療機関で使用できます。
※妊婦健診費等の助成については平成21年4月以降変更の
可能性もあります。詳細はお問い合わせください。

●妊婦健康検診受診券の交付
所得の少ない方（市民税非課税世帯）に妊婦定期健診の補助
を受けられる制度があります。
※平成21年4月以降変更の可能性があります。詳細はお問
い合わせください。

●道外医療機関における妊婦健診費などの助成
里帰りなどで道外の医療機関で妊婦健診などを受診した場
合に、申請により公費の助成を受けられる制度があります。

●先天性股関節脱臼検診
股関節脱臼の早期発見と早期治療のための検診です。対
象となる子どもは、封書でお知らせしています。指定され
た医療機関で、指定された期間に受けてください。

●4か月児健診
身体計測、医師の診察、離
乳食や発達・育児について
の相談を行っています。対
象となる子どもは封書で
お知らせしています。

●10か月児健診
市内の医療機関において実施しています。対象となる子
どもは封書でお知らせしています。同封の受診票に必要
事項を記入のうえ、指定された期間に指定された医療機
関で受けてください。

●1歳6か月児健診
身体計測、医師・歯科医師の診察、歯みがき指導、栄養や発
達・育児についての相談を行っています。希望者には、
フッ素塗布（有料）を行います。対象となる子どもは封書
でお知らせしています。

●3歳児健診
身体計測、医師の診察、歯科検診、尿検査、視力の検査、栄
養や発達・育児についての相談を行っています。希望者に
はフッ素塗布（有料）を行います。対象となる子どもは封
書でお知らせしています。
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母子健康手帳交付等制度

子どもへの虐待

　児童虐待とは、保護者がその監護する児童の心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為と定義されています。
　虐待行為は、四つに分類されます。

所在地名称 電話番号

〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34　子育て推進課千歳市家庭児童相談室 24-0935

〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34　教育委員会庁舎千歳市教育委員会青少年課 24-0859

〒064-8564 札幌市中央区円山西町2丁目1-1北海道中央児童相談所 011-631-0301

〒066-0042 千歳市東雲町5丁目61　　　千歳警察署 42-0110

〒066-8686 千歳市東雲町4丁目2北海道千歳保健所 23-3175

＜千歳市要保護児童地域ネットワーク協議会とは？＞

虐待の可能性が疑われる場合には、関係機関に通報してください

打撲傷、あざ、骨折、たばこによる火
傷など、外見的に明らかな傷害を生
じさせる、など。

身体的虐待

子どものへの性交、性的暴行、性的
行為の強要、性器や性交を子ども
に見せる行為、子どもにポルノグラ
フティーの被写体になるよう強要
する、など。

性的虐待

子どもの意思に反して学校等に登
校させない、重大な病気になっても
通院させない、乳幼児を家に残した
まま度々外出する・車中に放置す
る、食事を十分に与えない・入浴さ
せない。極端に不潔な環境の中で
生活させる、など。

ネグレクト
(養育の怠慢・拒否)

ことばによる脅かし・脅迫、子ども
を無視したり拒否的な態度を示す、
子どもの心を傷つけることを繰り
返し言う、他の兄弟姉妹と著しく差
別的な扱いをする、など。

心理的虐待

＜児童虐待についての主な連絡先＞

　保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の適切な保護を図るため、児
童福祉法に基づき設置されています。（平成17年9月29日設置）
　協議会の構成メンバーには、児童相談所、保健所、警察署、民生委員児童委員、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等
学校などの児童に関係する機関等が全て含まれております。
連絡先：子育て推進課（家庭児童相談室）　TEL：24-0935

※相談や通報された方の情報には十分配慮し、プライバシ－は守られます。

子どもの成長・発達支援・・・・・・・・・・・・2

健康推進課　健康母子係　　☎ 24-0771（直通）

乳幼児健康診査 健康推進課　健康母子係　　☎ 24-0771（直通）

　新しい生命が生まれ、月齢を追うごとの子どもの成長によろこびや楽しさを感じていることでしょう。子どもは、お
おらかな気持ちで育てましょうね。また、乳幼児健診を受け、健康状態をよく知っておくことも大切です。

●母子健康手帳
妊娠中の経過と出産の状況、子どもの健診や予防接種などが記録されます。健康診査や予防接種の際は必ずお持ちくださ
い。子どもの成長の記録として残しておきたいことや感想なども自由に書き込むことができます。また、お父さんにも活用
していただける内容になっています。万一紛失したり、使用できないほどの汚れや破損をしたときは再交付できます。

●妊婦一般健康診査受診票の交付
妊娠20週未満に妊娠届出をされた方は、妊娠中5回、公費の補助を受け健康診査を受けることができます。受診票は北海
道内の医療機関で使用できます。

●妊婦超音波検診受診票の交付
妊娠中公費の補助を受け超音波検診を受けることができま
す。受診票は北海道内の医療機関で使用できます。
※妊婦健診費等の助成については平成21年4月以降変更の
可能性もあります。詳細はお問い合わせください。

●妊婦健康検診受診券の交付
所得の少ない方（市民税非課税世帯）に妊婦定期健診の補助
を受けられる制度があります。
※平成21年4月以降変更の可能性があります。詳細はお問
い合わせください。

●道外医療機関における妊婦健診費などの助成
里帰りなどで道外の医療機関で妊婦健診などを受診した場
合に、申請により公費の助成を受けられる制度があります。

●先天性股関節脱臼検診
股関節脱臼の早期発見と早期治療のための検診です。対
象となる子どもは、封書でお知らせしています。指定され
た医療機関で、指定された期間に受けてください。

●4か月児健診
身体計測、医師の診察、離
乳食や発達・育児について
の相談を行っています。対
象となる子どもは封書で
お知らせしています。

●10か月児健診
市内の医療機関において実施しています。対象となる子
どもは封書でお知らせしています。同封の受診票に必要
事項を記入のうえ、指定された期間に指定された医療機
関で受けてください。

●1歳6か月児健診
身体計測、医師・歯科医師の診察、歯みがき指導、栄養や発
達・育児についての相談を行っています。希望者には、
フッ素塗布（有料）を行います。対象となる子どもは封書
でお知らせしています。

●3歳児健診
身体計測、医師の診察、歯科検診、尿検査、視力の検査、栄
養や発達・育児についての相談を行っています。希望者に
はフッ素塗布（有料）を行います。対象となる子どもは封
書でお知らせしています。
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健康相談、教室

●こんにちはあかちゃん訪問
生まれて4か月までの赤ちゃんとお母さんの健康や育児
のために、助産師や保健師が家庭訪問を行います。希望さ
れる方は、市が交付した母子健康手帳についているハガ
キか、電話メールFAXでご連絡ください。（伺う日時の予
約、変更はお電話でお願いします）
メールアドレス：
kenkosuishin@city.chitose.hokkaido.jp

●わくわくママクラブ・体験パパクラブ
妊娠・出産・育児についての情報交換や実習を行います。
詳しい内容と日程は案内チラシ・広報ちとせでお知らせし
ています。

●妊婦訪問・電話相談
病気や健康について不安のある妊婦さんのお宅にうかが
いご相談を受けます。電話でのご相談も受け付けています。

●その他
妊娠・出産・子どもの育児や栄養、家族計画についての相
談や、子どもの病気や障がいに関して療養上の相談を受
けています。お気軽にご利用ください。

●乳幼児訪問
子どもの育児や栄養、病気や障がいに関しての相談を訪
問して行っています。

●5歳児の相談
5歳児を対象にパンフレットを送
付し、軽度の発達障がいの早期
発見のため相談窓口を紹介して
います。

●低出生体重児の訪問指導
低体重児（2000g未満の低体重児）には、千歳保健所の保
健師が、訪問指導を行います。
問い合わせ先：北海道千歳保健所　☎ 23-3175

●育児相談
０か月児から就学前の子どもを対象に、身体計測や発達、
離乳食や栄養、育児についての相談を行っています。お気
軽にご利用ください。予約の必要はありません。日程は案
内チラシ、市民カレンダーをご覧ください。場所は総合保健
センターです。また、電話でのご相談を随時行っています。

●フッ素塗布と歯科相談
フッ素は歯の質を強くし、むし歯を予防するために効果が
あります。生えたての歯ほど効果が大きいので、定期的に
継続して塗りましょう。対象は１歳児から就学前までの子
どもです。料金は800円です。（歯の数が8本以下は400
円）また、無料でお口の中や歯の手入れについての相談も
行っております。日程は案内チラシ、市民カレンダーをご
覧ください。

子どもの相談・教室 健康推進課　健康母子係　　☎ 24-0771（直通）　FAX24-8418

予防接種

妊婦の相談・教室 健康推進課　健康母子係　　☎ 24-0771（直通）

●健康相談
毎月１回医師や、保健師や栄養士、歯科衛生士による相談
を行っています。希望により血圧測定や尿検査、体脂肪測
定、コンピュータによる栄養診断を行っていますのでご利
用ください。妊娠中の健康や食事の相談も受け付けてい
ます。予約の必要はありません。日程は広報ちとせ、市民
カレンダーをご覧ください。
歯科相談については、相談日、時間帯が決まっていますの
で、希望される方は、日程を確認のうえお越しください。

●さわやか健診、がん検診など
職場などで健診を受けられない方などを対象に、健康診
査を行っています。子どもと同伴でも受診できます。日程
や受診できる健診など詳細は広報ちとせをご覧ください。

●健康づくり教室
健康づくりに役立つ講座や講演を行っています。日程・詳
細は広報ちとせをご覧ください。

子育てママの健康相談・教室 健康推進課　健康指導係　　☎ 24-0364（直通）

①BCG
　結核の予防

②DPT（三種混合）
　ジフテリア（D）
　百日せき（P）
　破傷風（T）の予防

③ポリオ
　小児マヒの予防

総合保健
センター

生後3か月～
5か月

スタンプ方式で接種

3か月になったら早めに受けましょう。

第1期初回終了後望ましい期間の1年6

か月以上あいた場合も気づいた時点で

早めに受けましょう。

一定の間隔で受けることで免疫をつけ

ていきます。接種回数が多いので接種

もれに注意してください。第1期初回

は20日～56日の間隔で3回接種（この

間、他の種類の予防接種を実施する場

合は1週間以上あけることで可能）

経口投与　春と秋の2期に実施

1回では充分な抗体ができませんので

間隔があいてしまっても必ず2回受け

ましょう。（同期に2回は実施できませ

ん）春と次の春、秋と次の秋でも可能。

備考

第1期初回　3回
1回目
 20日～56日 ↓
2回目
 20日～56日 ↓
3回目

第1期追加　1回

2回

1回

回数接種対象年齢

生後3か月～

生後3か月～
7歳6か月になるまで

第1期初回3回
終了後～
1年～1年6か月

生後3か月～
12か月までに

生後3か月～
1歳6か月

場所

指定医療
機関

総合保健
センター

対象の病気

④麻しん及び風しん
　はしか
　風しんの予防

1歳～
早めに

麻しんと風しんの混合ワクチンによる

実施。1歳になったら早めに受けましょう。

小学校入学前の１年間

（入学1年前の4月1日～入学する年の3

月31日までに忘れず受けましょう。）

備考

第1期　1回

第2期　1回

回数

生後12か月～
2歳になるまで

小学校入学前
1年間の子ども

接種対象年齢場所

指定医療
機関

対象の病気

※総合保健センターでの実施は、予約の必要はありません。日程は広報ちとせ、市民カレンダー等で確認してください。

　予診票は、総合保健センター、市内指定医療機関においています。

※千歳市以外で予防接種を実施する場合（やむを得ない事情）は、あらかじめご相談ください。

※次の予防接種を受けるための間隔は、① ③ ④ の予防接種は27日以上おいて、②は6日以上おいて受けることができます。

　子どもを病気から守るために予防接種を受けましょう。予防接種法により市

では次の内容を無料で実施します。より効果をあげるため「望ましい期間」に接

種するようにしましょう。実施は総合保健センターで月齢別に実施日を分けた

集団接種と、市内指定医療機関（指定病院）で行う個別接種に分かれます。

“望ましい期間”

“望ましい期間”

生後6か月に
なるまで

7歳6か月に
なるまで

生後3か月から①.②.③を受け始めましょう。

1歳になったら早めに④を受けましょう。（平成18年4月1日予防接種法改正）

健康推進課　医療調整係　　☎ 24-3148（直通）　FAX24-8418
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健康相談、教室

●こんにちはあかちゃん訪問
生まれて4か月までの赤ちゃんとお母さんの健康や育児
のために、助産師や保健師が家庭訪問を行います。希望さ
れる方は、市が交付した母子健康手帳についているハガ
キか、電話メールFAXでご連絡ください。（伺う日時の予
約、変更はお電話でお願いします）
メールアドレス：
kenkosuishin@city.chitose.hokkaido.jp

●わくわくママクラブ・体験パパクラブ
妊娠・出産・育児についての情報交換や実習を行います。
詳しい内容と日程は案内チラシ・広報ちとせでお知らせし
ています。

●妊婦訪問・電話相談
病気や健康について不安のある妊婦さんのお宅にうかが
いご相談を受けます。電話でのご相談も受け付けています。

●その他
妊娠・出産・子どもの育児や栄養、家族計画についての相
談や、子どもの病気や障がいに関して療養上の相談を受
けています。お気軽にご利用ください。

●乳幼児訪問
子どもの育児や栄養、病気や障がいに関しての相談を訪
問して行っています。

●5歳児の相談
5歳児を対象にパンフレットを送
付し、軽度の発達障がいの早期
発見のため相談窓口を紹介して
います。

●低出生体重児の訪問指導
低体重児（2000g未満の低体重児）には、千歳保健所の保
健師が、訪問指導を行います。
問い合わせ先：北海道千歳保健所　☎ 23-3175

●育児相談
０か月児から就学前の子どもを対象に、身体計測や発達、
離乳食や栄養、育児についての相談を行っています。お気
軽にご利用ください。予約の必要はありません。日程は案
内チラシ、市民カレンダーをご覧ください。場所は総合保健
センターです。また、電話でのご相談を随時行っています。

●フッ素塗布と歯科相談
フッ素は歯の質を強くし、むし歯を予防するために効果が
あります。生えたての歯ほど効果が大きいので、定期的に
継続して塗りましょう。対象は１歳児から就学前までの子
どもです。料金は800円です。（歯の数が8本以下は400
円）また、無料でお口の中や歯の手入れについての相談も
行っております。日程は案内チラシ、市民カレンダーをご
覧ください。

子どもの相談・教室 健康推進課　健康母子係　　☎ 24-0771（直通）　FAX24-8418

予防接種

妊婦の相談・教室 健康推進課　健康母子係　　☎ 24-0771（直通）

●健康相談
毎月１回医師や、保健師や栄養士、歯科衛生士による相談
を行っています。希望により血圧測定や尿検査、体脂肪測
定、コンピュータによる栄養診断を行っていますのでご利
用ください。妊娠中の健康や食事の相談も受け付けてい
ます。予約の必要はありません。日程は広報ちとせ、市民
カレンダーをご覧ください。
歯科相談については、相談日、時間帯が決まっていますの
で、希望される方は、日程を確認のうえお越しください。

●さわやか健診、がん検診など
職場などで健診を受けられない方などを対象に、健康診
査を行っています。子どもと同伴でも受診できます。日程
や受診できる健診など詳細は広報ちとせをご覧ください。

●健康づくり教室
健康づくりに役立つ講座や講演を行っています。日程・詳
細は広報ちとせをご覧ください。

子育てママの健康相談・教室 健康推進課　健康指導係　　☎ 24-0364（直通）

①BCG
　結核の予防

②DPT（三種混合）
　ジフテリア（D）
　百日せき（P）
　破傷風（T）の予防

③ポリオ
　小児マヒの予防

総合保健
センター

生後3か月～
5か月

スタンプ方式で接種

3か月になったら早めに受けましょう。

第1期初回終了後望ましい期間の1年6

か月以上あいた場合も気づいた時点で

早めに受けましょう。

一定の間隔で受けることで免疫をつけ

ていきます。接種回数が多いので接種

もれに注意してください。第1期初回

は20日～56日の間隔で3回接種（この

間、他の種類の予防接種を実施する場

合は1週間以上あけることで可能）

経口投与　春と秋の2期に実施

1回では充分な抗体ができませんので

間隔があいてしまっても必ず2回受け

ましょう。（同期に2回は実施できませ

ん）春と次の春、秋と次の秋でも可能。

備考

第1期初回　3回
1回目
 20日～56日 ↓
2回目
 20日～56日 ↓
3回目

第1期追加　1回

2回

1回

回数接種対象年齢

生後3か月～

生後3か月～
7歳6か月になるまで

第1期初回3回
終了後～
1年～1年6か月

生後3か月～
12か月までに

生後3か月～
1歳6か月

場所

指定医療
機関

総合保健
センター

対象の病気

④麻しん及び風しん
　はしか
　風しんの予防

1歳～
早めに

麻しんと風しんの混合ワクチンによる

実施。1歳になったら早めに受けましょう。

小学校入学前の１年間

（入学1年前の4月1日～入学する年の3

月31日までに忘れず受けましょう。）

備考

第1期　1回

第2期　1回

回数

生後12か月～
2歳になるまで

小学校入学前
1年間の子ども

接種対象年齢場所

指定医療
機関

対象の病気

※総合保健センターでの実施は、予約の必要はありません。日程は広報ちとせ、市民カレンダー等で確認してください。

　予診票は、総合保健センター、市内指定医療機関においています。

※千歳市以外で予防接種を実施する場合（やむを得ない事情）は、あらかじめご相談ください。

※次の予防接種を受けるための間隔は、① ③ ④ の予防接種は27日以上おいて、②は6日以上おいて受けることができます。

　子どもを病気から守るために予防接種を受けましょう。予防接種法により市

では次の内容を無料で実施します。より効果をあげるため「望ましい期間」に接

種するようにしましょう。実施は総合保健センターで月齢別に実施日を分けた

集団接種と、市内指定医療機関（指定病院）で行う個別接種に分かれます。

“望ましい期間”

“望ましい期間”

生後6か月に
なるまで

7歳6か月に
なるまで

生後3か月から①.②.③を受け始めましょう。

1歳になったら早めに④を受けましょう。（平成18年4月1日予防接種法改正）

健康推進課　医療調整係　　☎ 24-3148（直通）　FAX24-8418
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予防接種指定医療機関名 事故予防

（注）

※医療機関によっては接種日を決めている場合もあります。事前に問い合わせましょう。

※伝染性疾患（おたふくかぜ、水ぼうそう、麻しん、溶連菌感染症、りんご病、手足口病、突発性発疹など）にかかったり、か

かってる人と接触した場合は、免疫力がおちていることがあるため、予防接種を延期することがあります。事前に問い合

わせ相談しましょう。

※接種後の注意を守りましょう。

※診察がありますので着脱しやすい上下分かれている衣服が良いでしょう。

※予防接種指定医療機関が平成21年4月以降変更の可能性があります。詳細はお問い合わせください。

健康推進課医療調整係：24-3148

浅沼皮膚科医院 

井川医院

伊勢内科小児科クリニック

長都内科クリニック

尾谷病院

神谷医院

くみたこどもクリニック

こにし小児科医院

しきなみ小児科

住吉こどもクリニック

市立千歳市民病院支笏湖診療所

市立千歳市民病院

市立千歳市民病院泉郷診療所

千歳皮膚科形成外科クリニック

北星病院

北斗内科小児科医院

錦町1丁目11－1

新富1丁目7－20

春日町3丁目5－1

勇舞8丁目2－2

新富2丁目5－5

花園5丁目1－2

信濃2丁目2－1

高台4丁目2－4

新富1丁目4－7

住吉3丁目16－10

支笏湖温泉3

北光2丁目1－1

泉郷78－10

東郊1丁目4－18　東郊メディカルビル2F

清流5丁目1－1

北斗6丁目1－1

26-2331

22-0111

23-2212

23-7701

24-5121

23-3395

40-8001

23-1195

22-7118

40-2344

25-2241

24-3000

29-2181

40-1234

24-1121

23-4320

医療機関 住　所 電話番号

ハイハイやヨチヨチは、楽しさがいっぱい・・でも、危険もいっぱい

誤飲事故などを防ごう
乳幼児の事故で一番多いのは、異物を誤って飲んだり、食べたりしたことによる事故です。赤ちゃんなどの事故防止には、手
の届くところに危険なものを置かないようにするなど、日頃から十分注意してください。

針箱や鏡台の引き出しの
中身は高いところへ。 水を張ったままは危険。

洗剤、カミソリ、
化粧品などは
手の届かない所へ。

赤ちゃんがさわって
危険なものは、
手の届かないところへ。

テーブルクロスは引っぱると
危険なのではずしましょう。

窓のそばやベランダには
踏み台になる箱などを
置かないように。

ガードやフェンスをする。
固定をする。

落ちてきそうなものは片付ける。

ポットなど熱いものの
置き場を決め、鍋の持ち手は
向こう側に回す習慣を。

ガラス戸ははずすか
飛散防止のシートを
張ります。

●幼児期は誤飲事故が多発します。

●部屋に10円玉など、コインが落ちていませんか？

●タバコや灰皿が無造作に床に置かれていませんか？

●薬品、タバコ、ボタン、ボタン電池、防虫剤、硬貨などは事故率の高い危険物です。

　口に入るサイズのものは、赤ちゃんの手の届かないようにしましょう。

●家の中の高い部分も見逃せません。転落事故も多く、赤ちゃんの目の高さで、

　隅々まで安全点検をしましょう。

気管に物が詰まった恐れがあるとき

●反応がある場合には、乳児に対しては背部叩打法のみを実施します。

●救助者の片腕の上に乳児をうつぶせに乗せ、手のひらで乳児の顔を支えながら、

　頭部が低くなるような姿勢にして突き出します。

●もう一方の手の付け根で、背中の真ん中を異物が取れるか、反応がなくなるまで

　強くたたきます。

●反応がなくなった場合には、心臓蘇生法の手順を開始します。

　※乳児に対しては腹部突き上げ法を行ってはいけません。

背部叩打法（乳児）

背部叩打法

（少し大きい子）

（平成21年1月1日現在）
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予防接種指定医療機関名 事故予防

（注）

※医療機関によっては接種日を決めている場合もあります。事前に問い合わせましょう。

※伝染性疾患（おたふくかぜ、水ぼうそう、麻しん、溶連菌感染症、りんご病、手足口病、突発性発疹など）にかかったり、か

かってる人と接触した場合は、免疫力がおちていることがあるため、予防接種を延期することがあります。事前に問い合

わせ相談しましょう。

※接種後の注意を守りましょう。

※診察がありますので着脱しやすい上下分かれている衣服が良いでしょう。

※予防接種指定医療機関が平成21年4月以降変更の可能性があります。詳細はお問い合わせください。

健康推進課医療調整係：24-3148

浅沼皮膚科医院 

井川医院

伊勢内科小児科クリニック

長都内科クリニック

尾谷病院

神谷医院

くみたこどもクリニック

こにし小児科医院

しきなみ小児科

住吉こどもクリニック

市立千歳市民病院支笏湖診療所

市立千歳市民病院

市立千歳市民病院泉郷診療所

千歳皮膚科形成外科クリニック

北星病院

北斗内科小児科医院

錦町1丁目11－1

新富1丁目7－20

春日町3丁目5－1

勇舞8丁目2－2

新富2丁目5－5

花園5丁目1－2

信濃2丁目2－1

高台4丁目2－4

新富1丁目4－7

住吉3丁目16－10

支笏湖温泉3

北光2丁目1－1

泉郷78－10

東郊1丁目4－18　東郊メディカルビル2F

清流5丁目1－1

北斗6丁目1－1

26-2331

22-0111

23-2212

23-7701

24-5121

23-3395

40-8001

23-1195

22-7118

40-2344

25-2241

24-3000

29-2181

40-1234

24-1121

23-4320

医療機関 住　所 電話番号

ハイハイやヨチヨチは、楽しさがいっぱい・・でも、危険もいっぱい

誤飲事故などを防ごう
乳幼児の事故で一番多いのは、異物を誤って飲んだり、食べたりしたことによる事故です。赤ちゃんなどの事故防止には、手
の届くところに危険なものを置かないようにするなど、日頃から十分注意してください。

針箱や鏡台の引き出しの
中身は高いところへ。 水を張ったままは危険。

洗剤、カミソリ、
化粧品などは
手の届かない所へ。

赤ちゃんがさわって
危険なものは、
手の届かないところへ。

テーブルクロスは引っぱると
危険なのではずしましょう。

窓のそばやベランダには
踏み台になる箱などを
置かないように。

ガードやフェンスをする。
固定をする。

落ちてきそうなものは片付ける。

ポットなど熱いものの
置き場を決め、鍋の持ち手は
向こう側に回す習慣を。

ガラス戸ははずすか
飛散防止のシートを
張ります。

●幼児期は誤飲事故が多発します。

●部屋に10円玉など、コインが落ちていませんか？

●タバコや灰皿が無造作に床に置かれていませんか？

●薬品、タバコ、ボタン、ボタン電池、防虫剤、硬貨などは事故率の高い危険物です。

　口に入るサイズのものは、赤ちゃんの手の届かないようにしましょう。

●家の中の高い部分も見逃せません。転落事故も多く、赤ちゃんの目の高さで、

　隅々まで安全点検をしましょう。

気管に物が詰まった恐れがあるとき

●反応がある場合には、乳児に対しては背部叩打法のみを実施します。

●救助者の片腕の上に乳児をうつぶせに乗せ、手のひらで乳児の顔を支えながら、

　頭部が低くなるような姿勢にして突き出します。

●もう一方の手の付け根で、背中の真ん中を異物が取れるか、反応がなくなるまで

　強くたたきます。

●反応がなくなった場合には、心臓蘇生法の手順を開始します。

　※乳児に対しては腹部突き上げ法を行ってはいけません。

背部叩打法（乳児）

背部叩打法

（少し大きい子）

（平成21年1月1日現在）
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応急処置 子どもの発達相談

発達支援・早期療育（千歳市こども通園センター）

子どもの心肺蘇生法（気道の確保、人工呼吸、胸骨圧迫）

 ①反応を確認する 

刺激を与え反応があるかどうか確認します。

 

（意識がなく、ぐったりしている場合すぐに助けを呼ぶ）

反応がなければ、大声で人を呼び、「119番に電話して救

急車を呼ぶ」ことを頼んでください。一人だけの場合は、

まず2分間心肺蘇生法を行ってから、119番通報します。

（また戻って心肺蘇生法を続けます。）

乳児（約12ヶ月まで）の場合

口と鼻を同時に自分の口で覆い、1回1秒かけて、胸が上
がるのが見えるまで2回息を吹き込みます。同時に覆え
ないときは通常の口対口人工呼吸で行います。

小児（約1歳以上約8歳未満）の場合

鼻をつまんで口を覆い、1回1秒かけて、胸が軽く上がる
程度2回吹き込みます。

乳児（約12ヶ月まで）の場合

左右の乳頭を結ぶ線の少し足側を
中指と薬指の2本指で押します。1
分間に100回の速いテンポで胸の
厚みの1/3を目安として、十分に強
く、絶え間なく圧迫し続けます。

　こども発達相談室では、発達に心配や不安のあるこどもの発達を支援するため、

心理・言語・身体などの専門職員が相談に応じ、お子さんの様子に合わせて、遊び、

関わり方・子育てのヒント、必要に応じて関係機関の紹介などを行っています。

　心身の発達に障がいや遅れ・つまずきのある乳幼児に、千歳市こども通園センター

において母子（保護者）通園による療育を行い、豊かな発達を促します。

小児（約1歳以上約8歳未満）の場合

胸の真ん中：左右の乳頭を結ぶ線の真ん中を圧迫します。
（1分間に100回の速いテンポで胸の厚みの1/3を目安と
して、十分に沈み込む程度に、強く速く、絶え間なく圧迫
する）※子供の体格に合わせて十分圧迫できるのであれ
ば、両手でも片手でもかまいません。

●ことばが遅い、話し方・発音が気になる

●歩くのが遅い

●手足耳などが不自由

●落ち着きがない、わがまま、乱暴、その他気になる行動

●就学のことが心配など

＊予約を基本としていますので、事前にお電話をお願いします。

＊０歳から就学前のお子さんを対象としています。

＊プライバシーの保護をお約束します。

＊相談やそれにともなう検査は無料です。

＊電話相談、訪問相談も行っています。

＊児童デイサービス：小グループによる生活や遊びを通して、発達支援を行います。

＊早期療育：障がい状況に応じて個別でST、PT・OT、保育指導などを行います。

＊児童デイサービスを利用する場合には、国の基準に基づき手続きや利用料の負担があります。

千歳市こども発達相談室

相談申込・問い合わせ先

電話番号　24-0353
相談日　　月曜日から金曜日（土日祝日はお休みです）
相談時間　9：00～17：00
相談場所　千歳市東雲町2丁目34番地　千歳市総合福祉センター3階

干歳市こども通園センター

問い合わせ先

電話番号　24-0348
開設日　　月曜から金曜日（士日祝日はお休みです）
場所　　　千歳市東雲町2丁目34番地　干歳市総合福祉センター2階

 ②助けを呼ぶ

あご先の堅い骨の上に人さし指と中指の2本を当て、持ち

上げます。

頬で（口、鼻に寄せ）「空気の流れ」、耳で「呼吸音」、目で「胸

の動き」を調べ（10秒以内）、十分呼吸しているか確認しま

す。正常な呼吸（普段どおりの息）をしていなければ、ただ

ちに人工呼吸を行います。

③気道の確保

④呼吸を調べる

正常な呼吸（普段どおりの息）をしていなければ人工呼吸

を2回行います。（省略可能）

 ⑤人工呼吸（息を口や口鼻に吹き込む）

⑥胸骨圧迫（心臓マッサージ）

（胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせを継続）

⑦心肺蘇生法の実施

小児にも成人と同じくAEDを使用できます。（乳児には使
用できません）手順も成人に対する場合と同じです。ただ
しAEDに小児用パッドが備わっている場合には、それを
使います。もし、小児用パッドが備わっていない場合は、成
人用パッドを代用して用います。パッドを貼る位置はパッ
ドに表示されている絵に従います。

⑧AEDが近くにある場合
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応急処置 子どもの発達相談

発達支援・早期療育（千歳市こども通園センター）

子どもの心肺蘇生法（気道の確保、人工呼吸、胸骨圧迫）

 ①反応を確認する 

刺激を与え反応があるかどうか確認します。

 

（意識がなく、ぐったりしている場合すぐに助けを呼ぶ）

反応がなければ、大声で人を呼び、「119番に電話して救

急車を呼ぶ」ことを頼んでください。一人だけの場合は、

まず2分間心肺蘇生法を行ってから、119番通報します。

（また戻って心肺蘇生法を続けます。）

乳児（約12ヶ月まで）の場合

口と鼻を同時に自分の口で覆い、1回1秒かけて、胸が上
がるのが見えるまで2回息を吹き込みます。同時に覆え
ないときは通常の口対口人工呼吸で行います。

小児（約1歳以上約8歳未満）の場合

鼻をつまんで口を覆い、1回1秒かけて、胸が軽く上がる
程度2回吹き込みます。

乳児（約12ヶ月まで）の場合

左右の乳頭を結ぶ線の少し足側を
中指と薬指の2本指で押します。1
分間に100回の速いテンポで胸の
厚みの1/3を目安として、十分に強
く、絶え間なく圧迫し続けます。

　こども発達相談室では、発達に心配や不安のあるこどもの発達を支援するため、

心理・言語・身体などの専門職員が相談に応じ、お子さんの様子に合わせて、遊び、

関わり方・子育てのヒント、必要に応じて関係機関の紹介などを行っています。

　心身の発達に障がいや遅れ・つまずきのある乳幼児に、千歳市こども通園センター

において母子（保護者）通園による療育を行い、豊かな発達を促します。

小児（約1歳以上約8歳未満）の場合

胸の真ん中：左右の乳頭を結ぶ線の真ん中を圧迫します。
（1分間に100回の速いテンポで胸の厚みの1/3を目安と
して、十分に沈み込む程度に、強く速く、絶え間なく圧迫
する）※子供の体格に合わせて十分圧迫できるのであれ
ば、両手でも片手でもかまいません。

●ことばが遅い、話し方・発音が気になる

●歩くのが遅い

●手足耳などが不自由

●落ち着きがない、わがまま、乱暴、その他気になる行動

●就学のことが心配など

＊予約を基本としていますので、事前にお電話をお願いします。

＊０歳から就学前のお子さんを対象としています。

＊プライバシーの保護をお約束します。

＊相談やそれにともなう検査は無料です。

＊電話相談、訪問相談も行っています。

＊児童デイサービス：小グループによる生活や遊びを通して、発達支援を行います。

＊早期療育：障がい状況に応じて個別でST、PT・OT、保育指導などを行います。

＊児童デイサービスを利用する場合には、国の基準に基づき手続きや利用料の負担があります。

千歳市こども発達相談室

相談申込・問い合わせ先

電話番号　24-0353
相談日　　月曜日から金曜日（土日祝日はお休みです）
相談時間　9：00～17：00
相談場所　千歳市東雲町2丁目34番地　千歳市総合福祉センター3階

干歳市こども通園センター

問い合わせ先

電話番号　24-0348
開設日　　月曜から金曜日（士日祝日はお休みです）
場所　　　千歳市東雲町2丁目34番地　干歳市総合福祉センター2階

 ②助けを呼ぶ

あご先の堅い骨の上に人さし指と中指の2本を当て、持ち

上げます。

頬で（口、鼻に寄せ）「空気の流れ」、耳で「呼吸音」、目で「胸

の動き」を調べ（10秒以内）、十分呼吸しているか確認しま

す。正常な呼吸（普段どおりの息）をしていなければ、ただ

ちに人工呼吸を行います。

③気道の確保

④呼吸を調べる

正常な呼吸（普段どおりの息）をしていなければ人工呼吸

を2回行います。（省略可能）

 ⑤人工呼吸（息を口や口鼻に吹き込む）

⑥胸骨圧迫（心臓マッサージ）

（胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせを継続）

⑦心肺蘇生法の実施

小児にも成人と同じくAEDを使用できます。（乳児には使
用できません）手順も成人に対する場合と同じです。ただ
しAEDに小児用パッドが備わっている場合には、それを
使います。もし、小児用パッドが備わっていない場合は、成
人用パッドを代用して用います。パッドを貼る位置はパッ
ドに表示されている絵に従います。

⑧AEDが近くにある場合

 

２ 

子
ど
も
の
成
長
・
発
達
支
援



10

 

１

 

２

 

３

 

４

 

５

 

６

 

７

 

８

医療費の助成

各種助成・手当・・・・・・・・・・・・・・・・3

高齢医療課　　☎ 24-0289（直通）

各種手当・制度 子育て推進課　TEL24－0328（直通）

　乳幼児や児童のいる家庭が安心して子育てできるように、医療費の助成や各種手当などがあります。
　お気軽にお問い合わせください。

経済的な理由により入院助産を受けることができない場合に、助産施設に入院して助産を受けることができる制度です。
ただし、所得に応じ一部自己負担があります。

千歳市に住所がある３歳未満の乳幼児を養育している世帯の経済的負担の軽減を図るため、年１回紙おむつ用ごみ袋を個
別配送により支給しています。申請等は不要です。

●子ども
0歳から12歳（中学校就学前の3月31日まで）の子どもが病院にかかる場合は、医療費の助成を行います。
（所得制限があります）

●未熟児など
未熟児（低出生体重児や出生児の異常等）や身体障がい児、小児慢性疾患等の子どもを対象に、
その病気に係る医療費の公費負担制度があります。　
問い合わせ先：北海道千歳保健所　　☎ 23-3175

●妊婦の方の入院
前年度分の所得税課税額が年額3万円以下の世帯の妊婦の方が妊娠中毒症・糖尿病・
貧血・産科出血・心疾患で入院した場合、医療費の一部が支給されることがあります。　
問い合わせ先：北海道千歳保健所　　☎ 23-3175

区　分 一部負担額

3歳未満・住民税非課税世帯の
子ども

※市道民税「非課税｣世帯→「主たる生計維持者」及び「世帯全員」が市道民税「非課税」である世帯。

世　帯 対象者 診療 一部負担額

全世帯 3歳未満児童
全診療

入院のみ

全診療

入院のみ

児童

初診の時だけ、初診時一部負担金（医科580円、歯科510円、柔整
270円、調剤は負担なし）を支払う。

市道民税「非課税｣世帯

市道民税「課税｣世帯

母（又は父）

3歳以上児童

母（又は父）

医療機関等（医科、歯科、調剤、柔整等全て）にかかるごとに、1割
に相当する額を支払う。（ただし、1か月の一部負担額が一定の限
度額を超えた場合は、払い戻しを受けることができます。）

※市道民税「非課税｣世帯 →「主たる生計維持者」及び「世帯全員」が市道民税「非課税」である世帯。

●ひとり親家庭等
●母子家庭の母と扶養されている18歳未満の子ども、父子家庭の父と扶養されている18歳未満の子どもに助成します。（所
得制限があります）
●両親がいない（死亡・行方不明等)18歳未満の子どもが他の家庭で扶養されている場合に助成します。（所得制限があります）
●子どもが18歳に達する月の末日まで対象になります。
※学生等の場合20歳に達する月の末日まで対象となりますが、該当する子どもが無職・無収入等の条件があります。
※親は入院のみ対象となります。（外来は対象外です。）

初診料がかかった場合だけ、初診時一部負担金（医科580円、歯科510円）をお支払いください。

自己負担2割のうち、1割をお支払いください。満3歳～小学校入学前まで

通院のときは自己負担3割のうち2割をお支払いください。入院のときは1割をお支払いください。小学1年～小学3年

入院のときだけ助成します。自己負担3割のうち1割をお支払いください。小学4年～小学6年

手当の種類 手当の内容

児童手当

小学校修了前までの児童を養育し、所得が一定額未満の方に支給されます。
（支給額）
●3歳未満の児童（一律）　　   月額　10,000円
●3歳以上の児童
　　第1子　　　　　　　　　月額　 5,000円
　　第2子　　　　　　　　　月額　 5,000円
　　第3子以降　　　　　　　月額　10,000円

母子家庭又は父親が重度の障がいにある児童を養育している母親や、母親に代わる児童の養育者の
方で、所得が一定額未満の場合に支給されます。
（支給額）
●全部支給（所得制限内の場合）　月額　41,720円
●一部支給（所得に応じて）　　　月額　 9,850円～41,710円まで10円きざみの額
※子どもが2人目の場合は月額5,000円、3人目以降は月額3,000円が加算されます。

児童扶養手当

身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童を養育している方で、所得が一定額未満の場合に支給
されます。
（支給額）
●1級　　月額　50,750円　　　●2級　　月額　33,800円

特別児童扶養手当

●児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当

●助産制度

●乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業

【対象となる世帯】

千歳市に住所があり、母子健康手帳の交付を受けている方で、
●生活保護を受給している世帯
●当該年度分の市民税が非課税の世帯

●本基準日：４月１日現在で３歳未満の乳幼児に対し、燃やせるごみ用袋（20L）100枚を支給

●副基準日：４月２日以降に出生又は転入し、10月１日現在で３歳未満の乳幼児に対し、
　　　　　　燃やせるごみ用袋（20L）50枚を支給

利用に当たっては、次のものをお持ちのうえ、原則として出産予定日の2か月前までに申請を
してください。その際に、ご家族の状況や経済状況などをお尋ねしますことをご了承願います。
●母子健康手帳　　●健康保険被保険者証　　●印鑑
●同居している18歳以上の方全員の課税証明書又は生活保護受給証明書

【助産施設】

【申請方法】

市立千歳市民病院（北光2丁目1－1）
※近隣の市でも助産を受けられる病院がありますので、ご相談ください。
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医療費の助成

各種助成・手当・・・・・・・・・・・・・・・・3

高齢医療課　　☎ 24-0289（直通）

各種手当・制度 子育て推進課　TEL24－0328（直通）

　乳幼児や児童のいる家庭が安心して子育てできるように、医療費の助成や各種手当などがあります。
　お気軽にお問い合わせください。

経済的な理由により入院助産を受けることができない場合に、助産施設に入院して助産を受けることができる制度です。
ただし、所得に応じ一部自己負担があります。

千歳市に住所がある３歳未満の乳幼児を養育している世帯の経済的負担の軽減を図るため、年１回紙おむつ用ごみ袋を個
別配送により支給しています。申請等は不要です。

●子ども
0歳から12歳（中学校就学前の3月31日まで）の子どもが病院にかかる場合は、医療費の助成を行います。
（所得制限があります）

●未熟児など
未熟児（低出生体重児や出生児の異常等）や身体障がい児、小児慢性疾患等の子どもを対象に、
その病気に係る医療費の公費負担制度があります。　
問い合わせ先：北海道千歳保健所　　☎ 23-3175

●妊婦の方の入院
前年度分の所得税課税額が年額3万円以下の世帯の妊婦の方が妊娠中毒症・糖尿病・
貧血・産科出血・心疾患で入院した場合、医療費の一部が支給されることがあります。　
問い合わせ先：北海道千歳保健所　　☎ 23-3175

区　分 一部負担額

3歳未満・住民税非課税世帯の
子ども

※市道民税「非課税｣世帯→「主たる生計維持者」及び「世帯全員」が市道民税「非課税」である世帯。

世　帯 対象者 診療 一部負担額

全世帯 3歳未満児童
全診療

入院のみ

全診療

入院のみ

児童

初診の時だけ、初診時一部負担金（医科580円、歯科510円、柔整
270円、調剤は負担なし）を支払う。

市道民税「非課税｣世帯

市道民税「課税｣世帯

母（又は父）

3歳以上児童

母（又は父）

医療機関等（医科、歯科、調剤、柔整等全て）にかかるごとに、1割
に相当する額を支払う。（ただし、1か月の一部負担額が一定の限
度額を超えた場合は、払い戻しを受けることができます。）

※市道民税「非課税｣世帯 →「主たる生計維持者」及び「世帯全員」が市道民税「非課税」である世帯。

●ひとり親家庭等
●母子家庭の母と扶養されている18歳未満の子ども、父子家庭の父と扶養されている18歳未満の子どもに助成します。（所
得制限があります）
●両親がいない（死亡・行方不明等)18歳未満の子どもが他の家庭で扶養されている場合に助成します。（所得制限があります）
●子どもが18歳に達する月の末日まで対象になります。
※学生等の場合20歳に達する月の末日まで対象となりますが、該当する子どもが無職・無収入等の条件があります。
※親は入院のみ対象となります。（外来は対象外です。）

初診料がかかった場合だけ、初診時一部負担金（医科580円、歯科510円）をお支払いください。

自己負担2割のうち、1割をお支払いください。満3歳～小学校入学前まで

通院のときは自己負担3割のうち2割をお支払いください。入院のときは1割をお支払いください。小学1年～小学3年

入院のときだけ助成します。自己負担3割のうち1割をお支払いください。小学4年～小学6年

手当の種類 手当の内容

児童手当

小学校修了前までの児童を養育し、所得が一定額未満の方に支給されます。
（支給額）
●3歳未満の児童（一律）　　   月額　10,000円
●3歳以上の児童
　　第1子　　　　　　　　　月額　 5,000円
　　第2子　　　　　　　　　月額　 5,000円
　　第3子以降　　　　　　　月額　10,000円

母子家庭又は父親が重度の障がいにある児童を養育している母親や、母親に代わる児童の養育者の
方で、所得が一定額未満の場合に支給されます。
（支給額）
●全部支給（所得制限内の場合）　月額　41,720円
●一部支給（所得に応じて）　　　月額　 9,850円～41,710円まで10円きざみの額
※子どもが2人目の場合は月額5,000円、3人目以降は月額3,000円が加算されます。

児童扶養手当

身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童を養育している方で、所得が一定額未満の場合に支給
されます。
（支給額）
●1級　　月額　50,750円　　　●2級　　月額　33,800円

特別児童扶養手当

●児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当

●助産制度

●乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業

【対象となる世帯】

千歳市に住所があり、母子健康手帳の交付を受けている方で、
●生活保護を受給している世帯
●当該年度分の市民税が非課税の世帯

●本基準日：４月１日現在で３歳未満の乳幼児に対し、燃やせるごみ用袋（20L）100枚を支給

●副基準日：４月２日以降に出生又は転入し、10月１日現在で３歳未満の乳幼児に対し、
　　　　　　燃やせるごみ用袋（20L）50枚を支給

利用に当たっては、次のものをお持ちのうえ、原則として出産予定日の2か月前までに申請を
してください。その際に、ご家族の状況や経済状況などをお尋ねしますことをご了承願います。
●母子健康手帳　　●健康保険被保険者証　　●印鑑
●同居している18歳以上の方全員の課税証明書又は生活保護受給証明書

【助産施設】

【申請方法】

市立千歳市民病院（北光2丁目1－1）
※近隣の市でも助産を受けられる病院がありますので、ご相談ください。

 

３ 

各
種
助
成
・
手
当



12

 

１

 

２

 

３

 

４

 

５

 

６

 

７

 

８

ファミリー・サポート・センター事業（市委託事業）

子育て短期支援事業（ショートステイ）

子育て支援情報・・・・・・・・・・・・・・・・4

緊急サポートネットワーク事業（厚生労働省委託事業）

　千歳市には、緊急時の託児や子育て教室など、子育て中の親や子どもをさまざまな形でサポートする施設やサービ
スがあります。

　子育ての援助を受けたい人（依頼会員）
と行いたい人（提供会員）が会員組織をつ
くり、援助を必要とする（依頼）会員が、セ
ンターに援助を申し込み、提供会員がお子
さんをお預かりします。市が千歳市社会福
祉協議会に委託し次のような活動を行っ
ています。

ファミリー・サポート・センター

①援助依頼
　申し込み

②援助活動
　申し込み

③事前打ち合わせ・
　活動終了後、
　報酬の受け渡し

依頼会員 提供会員

会員登録

はいわかりました
どなたか連絡を
とりましょう

○○さん、明日の夕方、
△△さんのお子さんを
保育所まで迎えに行って
いただけませんか？

明日、残業なので
だれか子供を保育所に
迎えに行ってほしい
のですが

ハイ
いいですよ！

子育て中のママ
●保育施設への送迎
●休日出勤・通院・緊急時
●リフレッシュなど

子育てサポーター
●子育ての経験を活かしたい
●子どもが好き
●若いお母さんの力になりたい

　両親とも働いている、またはひとり親の家庭において、①緊急を要するお子さんの預かり（急な残業等）②子どもの急な
発病等で保育園に預けられないとき③急な出張による宿泊の預かりなどに対応する仕組みがあります。
●対象年齢　0歳～小学校6年生　　●援助活動時間　7：30～23：00（原則）
●料金（宿泊を伴わない場合）7：30～18：00　1時間1,000円　18：00～23：00　1,200円
　（宿泊を伴う場合）3歳以上　10,000円　3歳未満　12,000円
 申込み・問い合わせ　こども緊急サポネット（NPO法人北海道子育て支援ワーカーズ）
　　　　　　　　　　☎ 011-552-5851
※この事業は平成21年4月から市委託事業として実施する予定です。

病後児保育事業（市委託事業）

　病気の回復期で集団保育が困難なお子さんを勤務の都合などによって家庭で保育できない保護者に代わり、一時的にお
預かりする施設が「千歳こどもデイケアルーム」です。
●対象年齢　市内にお住まいの生後6か月～小学校3年生　　●定　　員　一日 2人（利用予約制）
●利用時間　8:00～18:00（日曜、祝日、年末年始は休み）　　●利用期間　原則 連続7日以内
●利用負担額　1日2,000円（生活保護受給・市民税非課税世帯ー無料、所得税非課税世帯ー1,000円）
　※給食費が別途かかります。
 利用予約　千歳こどもデイケアルーム　北光2丁目1-9（市立千歳市民病院敷地内）
　　　　　 ☎ 26-7721（月～金　9:00～17:00）

●対象年齢　0歳～小学校6年生　●援助活動時間　7：00～21：00（原則）
●料金　1時間600円　時間外、土曜・日曜・祝日　700円
 申込み・問い合わせ　千歳市ファミリー・サポート・センター（東雲町1丁目11　千歳市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　　　☎ 22-8522（月～金　9:00～17:00）

子育て推進課　☎24-0935（直通）

シルバー人材センターの育児・家事援助サービス 千歳市シルバー人材センター　☎26-2277

保護者の病気や出産、仕事、育児疲れなどで一時的に子どもの養育ができなくなった場合に、お泊まりで短期間預かります。

　シルバー人材センター会員が、保育所への送迎や病院通院、冠婚葬
祭時などのお子さんのお世話、産前産後の家事等をお手伝いします。 
利用料金は、センターの見積基準によります。相談下さい。

対　　象：市内に住む1歳から18歳未満の子ども

利用期間：原則7日間以内（やむを得ない事情がある場合は延長が可能）

預かり先：児童養護施設「天使の園」（北広島市中央4丁目5-7／011-372-8341）

　　　　　児童養護施設「北光社ふくじゅ園」（北広島市西の里南1丁目3-6／011-375-3237）

費　　用：次の料金を、ショートステイ終了時に直接施設にお支払いいただきます。

そ　の　他：お子さんが病気や負傷のため治療が必要な場合などには、利用できないことがあります。

　　　　　お子さんの施設までの送迎は、原則、申込者にしていただきます。

 申込・問い合わせ     事前にお問い合わせの上、申込書を提出してください。

　　　  　　　　　　子育て推進課児童相談係　24-0935（直通）

　　　　    　　　　※夜間や休日で緊急の場合には、直接、各施設にお電話してください。

※ひとり親家庭や養育者家庭（父母に代わって児童を養育）は「市民税非課税世帯」に含まれます。

※年齢については、利用開始日の年齢とします。

※利用期間内にかかった医療費や交通費などは、自己負担となります。

世帯区分

生活保護世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

無　　料

1,100円

1,000円

5,350円

2,750円

　　 -

満２歳未満

満２歳以上

満２歳未満

満２歳以上

子どもの年齢 １人当たりの日額
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ファミリー・サポート・センター事業（市委託事業）

子育て短期支援事業（ショートステイ）

子育て支援情報・・・・・・・・・・・・・・・・4

緊急サポートネットワーク事業（厚生労働省委託事業）

　千歳市には、緊急時の託児や子育て教室など、子育て中の親や子どもをさまざまな形でサポートする施設やサービ
スがあります。

　子育ての援助を受けたい人（依頼会員）
と行いたい人（提供会員）が会員組織をつ
くり、援助を必要とする（依頼）会員が、セ
ンターに援助を申し込み、提供会員がお子
さんをお預かりします。市が千歳市社会福
祉協議会に委託し次のような活動を行っ
ています。

ファミリー・サポート・センター

①援助依頼
　申し込み

②援助活動
　申し込み

③事前打ち合わせ・
　活動終了後、
　報酬の受け渡し

依頼会員 提供会員

会員登録

はいわかりました
どなたか連絡を
とりましょう

○○さん、明日の夕方、
△△さんのお子さんを
保育所まで迎えに行って
いただけませんか？

明日、残業なので
だれか子供を保育所に
迎えに行ってほしい
のですが

ハイ
いいですよ！

子育て中のママ
●保育施設への送迎
●休日出勤・通院・緊急時
●リフレッシュなど

子育てサポーター
●子育ての経験を活かしたい
●子どもが好き
●若いお母さんの力になりたい

　両親とも働いている、またはひとり親の家庭において、①緊急を要するお子さんの預かり（急な残業等）②子どもの急な
発病等で保育園に預けられないとき③急な出張による宿泊の預かりなどに対応する仕組みがあります。
●対象年齢　0歳～小学校6年生　　●援助活動時間　7：30～23：00（原則）
●料金（宿泊を伴わない場合）7：30～18：00　1時間1,000円　18：00～23：00　1,200円
　（宿泊を伴う場合）3歳以上　10,000円　3歳未満　12,000円
 申込み・問い合わせ　こども緊急サポネット（NPO法人北海道子育て支援ワーカーズ）
　　　　　　　　　　☎ 011-552-5851
※この事業は平成21年4月から市委託事業として実施する予定です。

病後児保育事業（市委託事業）

　病気の回復期で集団保育が困難なお子さんを勤務の都合などによって家庭で保育できない保護者に代わり、一時的にお
預かりする施設が「千歳こどもデイケアルーム」です。
●対象年齢　市内にお住まいの生後6か月～小学校3年生　　●定　　員　一日 2人（利用予約制）
●利用時間　8:00～18:00（日曜、祝日、年末年始は休み）　　●利用期間　原則 連続7日以内
●利用負担額　1日2,000円（生活保護受給・市民税非課税世帯ー無料、所得税非課税世帯ー1,000円）
　※給食費が別途かかります。
 利用予約　千歳こどもデイケアルーム　北光2丁目1-9（市立千歳市民病院敷地内）
　　　　　 ☎ 26-7721（月～金　9:00～17:00）

●対象年齢　0歳～小学校6年生　●援助活動時間　7：00～21：00（原則）
●料金　1時間600円　時間外、土曜・日曜・祝日　700円
 申込み・問い合わせ　千歳市ファミリー・サポート・センター（東雲町1丁目11　千歳市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　　　☎ 22-8522（月～金　9:00～17:00）
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ボランティアサークル

　子ども達にすてきなおはなしを聞かせてくれたり、人形劇をみせてくれます。　子どもが成長するにつれ、子育てに関する様々な悩みや課題が出てきます。子どもの心身の発達段階に応じた、親として
のかかわり方や気持ちの持ち方を考える機会として、また、子育てを終えられた方も、子どもたちが地域の中で健やかに成
長していくには、今何が必要かを考える場です。

教育委員会の子育て講座・教室 教育委員会生涯学習課　☎24-0848（直通）

千歳市子育て総合支援センター　「ちとせっこセンター」

千歳市地域子育て支援センター

　ちとせっこセンターは、末広保育所、ちとせっこ学童クラブ、ちとせっこ児童館やちとせっここどもセンター（地域子育て
支援センター）が集まる千歳では初めての複合施設です。また、ちとせっここどもセンターが主体となり、地域全体で子育
て支援を推進するための中心的な施設としてその役割を担います。

　地域子育て支援センターとは、主に乳幼児（0歳～就学前）をもつ親とその子どもが気軽に利用し、交流や育児相談ができ
る場、子育て情報の提供の場として支援活動をしています。
地域子育て支援センターでは、さまざまな事業を行っています。

●ママさん教室

子育て中のお母さんに、子どもの発達段階に応じた育児
知識の習得と、母親同士の情報交換の場です。
ママさんたちが集中して講義を聴けるように、お子さま
の保育をしております。

●すこやか子育て講座

「ママさん教室」に通うことが出来ない方には、単講座も
実施しています。
ママさんたちが集中して講義を聴けるように、お子さま
の保育をしております。

●10代からの子育て応援セミナー

思春期を迎えたお子さま、またこれから思春期を迎える
お子さまを持つ保護者の方に、様々なテーマから、親とし
て子どもとどう接していくかを学ぶ講座です。
参加者が集中して講義を聴けるように、お子さまの保育
をしております。

会　　場：市民文化センターほか

日　　時：週1回（全10回程度）、午前  

参　加　費：4,000円程度 

内　　容：主に幼児期における発達段階に応じた子育て

や親としての心構えに関する講義・グループ

ワーク・バス遠足・親子鑑賞・調理実習・体力づ

くり等

対　　象：主に幼児期の子どもを持つ母親・保護者

申　　込：広報ちとせに募集案内を掲載します。 

会　　場：市民文化センターほか 

日　　時：年8回程度、午前 

参　加　費：400円程度 

内　　容：主に幼児期における発達段階に応じた子育て

や親としての心構えに関する講義 

対　　象：主に幼児期の子どもを持つ母親・保護者

申　　込：広報ちとせに募集案内を掲載します。 

会　　場：市民文化センターほか

日　　時：（年4回程度）

参　加　費：400円程度

内　　容：10代の子どもに関する親のあり方、関わり方

などについての講義

対　　象：主に10代の子ども（小学生・中学生・高校生な

ど）の親・保護者・講義に関心のある方

●家庭教育セミナー

子どもが健やかに成長するためには、大人たちの地域作
りが大切です。個性あふれる講師陣の豊かな人生・人間味
あふれる多彩なエピソードを通して、大人がどのような
豊かな心をもったら良いのかを学ぶ講座です。
参加者が集中して講義を聴けるように、お子さまの保育
をしております。

●男性のための子育て講座

子どもとのコミュニケーションを通して、父親とは何か
を考える講座です。
参加者が集中して講義を聴けるように、お子さまの保育
をしております。

●子育て出前講座

出前形式の子育て講座です。

会　　場：市民文化センターほか

日　　時：（年2回程度）

参　加　費：無料

内　　容：地域の中で子どもに対する大人の心のあり方

などについての講演

対　　象：市民

住　　　所：　〒066-0028　千歳市花園4丁目3-1

電話・FAX：　40-1717

開　　　館：　9時～17時30分

休　館　日：　日曜・祝日・年末年始（12/31～1/5）

会　　場：市民文化センターほか

日　　時：（年4回程度）

参　加　費：400円

内　　容：講義や子どもとの楽しい野外体験などを通し

て、父親としてのあり方を考えます。

対　　象：父親・保護者など

会　　場：町内会館等

日　　時：随時、育児サークルは年2回まで、他の団体は

年1回まで受け付けます。

講師謝礼：育児サークルは20,000円まで、他の団体は

30,000円まで補助します。

内　　容：子育てに関する講義を自らテーマ設定してく

ださい。相談も乗ります。

対　　象：育児サークル・町内会・各種婦人部・PTA・企業

など（5名以上の団体）

人 形 劇 団 か ざ ぐ る ま

おはなしの会　ピノキオ

お は な し 　 ぐ る ん ぱ

Ｅ絵本くらぶ（えいごおはなし会）

幼稚園・保育所・子ども会など団体でお申し込みください。

第3（水）　　11:00～

第1･3(土)　14:00～

第3(日)　 　11:00～

日曜おはなし会しゃぼんだま 第2･4(日) 　11:30～

☎ 23-5473　大瀧

市立図書館
☎ 26-2131

人形劇

よみきかせ

サークル名 内　容 問い合わせ先

千歳市子育て総合支援センター「ちとせっこセンター」

＊ちとせっここどもセンター

　（千歳市花園4丁目3-1　ちとせっこセンター内）

　電話　40-1717

＊アリスこどもセンター

　（千歳市勇舞1丁目1-1アリス保育園内）

　電話　24-8341
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